
令和６年 10月 1日 令和６年 ８月 30日 (金) 令和６年 ７月 31日 (水)

令和６年 11月 1日 令和６年 ９月 30日 (月) 令和６年 ８月 30日 (金)

令和６年 12月 1日 令和６年 10月 31日 (木) 令和６年 ９月 30日 (月)

令和７年 １月 1日 令和６年 11月 29日 (金) 令和６年 10月 31日 (木)

令和７年 ２月 1日 令和６年 12月 27日 (金) 令和６年 11月 29日 (金)

令和７年 ３月 1日 令和７年 １月 31日 (金) 令和６年 12月 27日 (金)

令和７年 ４月 1日 令和７年 ２月 28日 (金) 令和７年 １月 31日 (金)

令和７年 ５月 1日 令和７年 ３月 31日 (月) 令和７年 ２月 28日 (金)

令和７年 ６月 1日 令和７年 ４月 30日 (水) 令和７年 ３月 31日 (月)

令和７年 ７月 1日 令和７年 ５月 30日 (水) 令和７年 ４月 30日 (水)

令和７年 ８月 1日 令和７年 ６月 30日 (月) 令和７年 ５月 30日 (水)

令和７年 ９月 1日 令和７年 ７月 31日 (木) 令和７年 ６月 30日 (月)

[新規申請]

[更新申請]
「事前協議」は不要です。
上記「申請書受付期限」までに、更新申請書等関係書類一式を揃えてご提出ください。

事業者指定スケジュール(令和６年10月～令和７年９月指定)

(注意)

 「事前協議」を上記「事前協議受付期限」までに開始し、「事前協議」を上記「申請書受
付期限」までに終了していない場合、申請書の受付はいたしませんので、「事前協議」
は、十分な時間的余裕を持ってできるだけ早期に開始してください。

指  定  日
(新  規)

事前協議受付期限
(新  規)

申請書受付期限


